
流域治水の具体的な取組み内容 

 

下記のとおり流域治水の具体的な取組み内容を報告します。 

 

（企業等名称：西条建設株式会社） 

目的や背景 

河川整備事業等の着工や竣工等の実績・経験を通じ、災害に備え、水災害の

リスクを解決させるといった建設業として社会的使命を果たすとともに、持

続可能な取組みにより、地域における流域治水の普及・定着を目指す。 

取組み内容 

① 非常用電源の確保 

・非常用発電機１台所持 

② 水災害を含めた企業ＢＣＰの策定 

・えひめ建設業ＢＣＰ継続認定（～令和６年３月３１日） 

・四国建設業ＢＣＰ継続認定（～令和６年９月３０日） 

③ 防災士の取得 

・当社従業員５名取得（令和５年６月現在） 

④ 水災害を想定した避難訓練と社内研修の実施 

・定期的な総合訓練等実施（令和４年１２月・令和５年６月実施） 

⑤ 河川の清掃ボランティア活動 

・愛リバー等清掃活動（令和４年５回参加） 

取組状況が 

分かる写真 

□非常用電源の確保 

・非常用発電機を使用した非常用電源確保訓練（総合訓練の一環として） 

 

 

 



□水災害を含めた企業ＢＣＰの策定 

                 

・えひめ建設業ＢＣＰ認定証    ・四国建設業ＢＣＰ認定証 

                     

 

 

 

 

 

 

 



□水災害を想定した避難訓練と社内研修の実施 

・総合訓練の一環として 

 

  

□河川の清掃ボランティア活動 

 

その他 

従業員が当社のＢＣＰの策定、取組みと流域治水を関連付けて、持続可能な

発展に繋げていけるような意識向上、改革により、地域への流域治水の普及 

活動にも繋げていきます。 

 

 


